
 

 

                   Ｏリーグ運営規則 

 

＜組織及び役員＞ 

第１条 各チームの運営委員により運営委員会を組織し、次の役員をおく。 

         運営委員長 １名   審判委員長 １名  

    ただし、審判委員長は、審判という特殊性により、運営委員以外から選定してもよい。   

＜役員の任務＞ 

第２条 運営委員長が事務局長を委嘱する。 

第３条  運営委員長・事務局長は、本会の方針に従い、リーグの日程を連絡し、運営委員に試合

の運営を指示するものとする。 

第４条  当番運営委員は、当番ゲームについて運営委員長及び事務局長と連絡をとりあい、責任

もって運営しなければならない。また、ゲーム終了後、備品の確認とグランドの整備点検

を行う。 

＜運営委員等の担当＞ 

第５条 運営委員長は、運営委員会で選出する。 

   ２ 運営委員は、（レフリー１、アシスタントレフェリー２ 計３名）を各々のチーム登録

選手に担当させる。審判は、審判服、※ワッペンを着用のこと。（※主審） 

＜登  録＞ 

第６条 加盟及び登録は本会所定の様式（２部提出）により行う。 

     （１）加盟チームは、大洲市内に勤務するもの、または、本籍が大洲市・市内に居住するも

ので組織されたチームに限る［学生は除く］。※大洲市に隣接する市町村から２名まで

登録は可。ただし、運営委員会により認められたチームはこの限りではない。 

     （２）加盟チームは、加盟と同時に責任者及び代表者を届け出ること。 

     （３）本会を脱会するチームは本会に届けるものとする。 

第７条  加盟届は、加盟時に、登録はリーグ開幕前に更新するものとする。 

第８条  登録されたチームの選手は他のチームとの二重登録及びリーグ中の他のチームへの移籍

は認めない。なお、チーム責任者の了承がない場合はリーグ終了後であっても認めない。 

    ２ 登録されたチームの選手に変更があった場合、またはリーグ中に選手の追加登録をする

場合は、本会に届けて承認を得なければならない。 

第９条  転居・転勤により大洲市から離れた場合には、継続しての登録についてはこれを認める。 

   ＜加盟金・登録料＞ 

第１０条  新規に加盟するチームは、加盟時に加盟金１５，０００円を納入しなければならない。 

第１１条 登録料は、運営委員会の際に登録料（１stｽﾃｰｼﾞ）１５，０００円を納入しなければな

らない。（２ndｽﾃｰｼﾞも登録料１５，０００円。） 

＜リーグ実施要項＞ 

第１２条  サッカーリーグを円滑に運営するために、実施要項を次の通り定める。 

    １  大洲サッカーリーグ（通称 Ｏリーグ）と呼ぶ。 

    ２ リーグ戦方式とする。年２ステージ制（１st、２ndステージ）で実施する。また、日程

が可能であればカップ戦を行う。 

    ３ リーグは参加チームを２つのリーグに分ける。ただし、参加チーム数の変更により編成

チーム数は変わる。 

    ４  試合期間 

         １stｽﾃｰｼﾞ、２ndｽﾃｰｼﾞ、カップ戦    ４月～１０月の火曜、木曜日を予定。 

    ５ 試合会場 

          徳森公園多目的グランド（２面） 



 

 

    ６ 試合開始時期 

          リーグ開始前にＯﾘｰｸﾞ運営委員会を開催し決定する。 

    ７ ゲーム規則 

          日本サッカー協会競技規則及びＯリーグ運営規則による。 

＜事故の責任＞ 

第１３条  練習、ゲームの事故は個人負担として本会としては責任を負わない。 

第１４条  ゲーム中、付近の建物、住宅に損害を与えたときは、速やかに、運営委員に報告し、

運営委員は、運営委員長に連絡しなければならない。また、この損害については当該チ

ームで負担するものとする。 

＜準備・後始末＞ 

第１５条  ゲーム当日の各チームの運営委員は、ナイター照明ボックスと用具収納ボックスの鍵

を管理事務所で受け取り、備品を揃え、ラインを引き、ゲームが時間通りできるよう準

備する。ゲーム終了後は、備品を収納、異常の有無を点検の上、鍵を管理事務所に早急

に返すこと。 

第１６条  備品を紛失、あるいは、破損させた場合は当事者によって補修、または弁償すること。 

         万一備品に異常がある場合は、事務局に連絡すること。（石灰不足も同様。） 

第１７条  ゲーム終了後のグランド整備は、両チームで行い、タバコの吸殻、ジュースの空き缶

類は放置せず、必ずチームで持ち帰ること。 

＜試  合＞ 

第１８条  ゲーム開始時間は、第１試合１９：３０、第２試合２０：４０とする。 

第１９条  試合当該チーム、及び当番運営委員はそのゲーム開始時間までに準備・ウオーミング

アップを完了していなければならない。 

第２０条  １チーム８人の８人制サッカーとする。６人から試合成立。 

          但し、Ｏ２リーグは９人制とする。７人から試合成立。 

第２１条  メンバー表はゲーム前に提出し、当日のゲーム出場者は全員記名すること。記名なき

選手は出場できない。主審が保持し確認すること。メンバーの交代は何名でもかまわな

い。メンバー表は各チームで作成する。 

第２２条  選手は、全員統一されたユニフォーム（上ﾕﾆﾌｫｰﾑ,ﾊﾟﾝﾂ,ｽﾄｯｷﾝｸﾞ,ﾚｶﾞｰｽ）を着用し、着

用していない選手は出場できない。ＧＫは、フィールド選手と明らかに違う色のユニフ

ォーム(ｷｰﾊﾟｰｸﾞﾛｰﾌﾞ使用可)を着用する。ただし、両チームが同系色のユニフォームの場

合はビブスの着用を認める。 

第２３条  ゲーム時間は、２５分ハーフとしハーフタイムを５分とする。 

第２４条  イエローカード２枚で退場、レッドカードで即退場とする。 

        退場した次のゲーム（１ゲーム）は、出場できない。悪質な場合は運営委員会にかける。 

第２５条  ゲーム途中には、天候の悪化やグランド不良によるゲーム中止は原則として行わない。 

    事務局による中止の判断は１６：００の時点でわかるようにしておくので、運営委員が

徳森公園管理センター等に問い合わせをすること。それ以降は会場で審判、両チームが

判断。 

第２６条  グランドの広さは、横５５m、縦８０mとし､ﾍﾟﾅﾙﾃｨｴﾘｱ１３．５m ｺﾞｰﾙｴﾘｱ４．５m、ｻｰ

ｸﾙ半径７m、PKﾏｰｸまで１１mとする。 

＜順位決定＞ 

第２７条  順位は、勝点数によるが、勝点が同じ場合は、得失点差による。 

        勝点、得失点が同じ場合は、その同じチームとの対戦成績から決定する。それでも同じ

場合は、両チーム優勝もしくは同位とする。 

         勝点は、勝者に３点、引き分け両チームに１点づつ、敗者は、０点とする。 



 

 

＜表  彰＞ 

第２８条  表彰は、リーグ終了後、第３位までを表彰する。ただし、賞状はなし、副賞のみ。 

＜罰  則＞ 

第２９条  試合放棄、試合不成立の場合、スコアは０対８の敗戦とする。 

第３０条  未登録選手の出場を確認したときは、当該チームのリーグ出場資格を失う。 

第３１条  本会の規約・内規に違反したチーム・選手は、本会が出場を認めるまで出場できない。 

第３２条  勝者チームがゲーム記録表・メンバー表を管理センターへ提出する。引き分けの場合

は追いついたチーム。紛失・提出のないチームは、０対０の引き分けとして処理する。 

＜チームの入れ替え＞ 

第３３条  シーズン終了後、Ｏ１リーグの下位２ﾁｰﾑと、Ｏ２リーグの上位２ﾁｰﾑを入れ替える。 

         ただし、チーム数の増減により変わることがある。 

 

 

                                           平成 ６年３月 ９日  制定 

                                           平成 ８年２月２６日  改正 

                                           平成１０年２月  ５日  改正 

                                           平成１２年２月１６日  改正 

                      平成１５年２月２６日  改正 

                      平成１９年３月１５日 改正 

 

★運営における事故防止の注意事項 

 

１．各チームでスポーツ保険に必ず加入すること。 

２．駐車場は、公園内の所定の場所に駐車すること。 

３．倉庫等の鍵は、試合終了後、速やかに管理センターへ返却のこと。 


